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戸田市教育委員会 



第８回教育委員会（定例会）次第 
 

１ 開会 

 

２ 前回の会議録の承認 

 

３ 教育委員提案について  別添 資料№１のとおり 

 

４ 報告事項  別添 資料№２のとおり 

 

５ 議事                                      ページ 

（１）専決処理事項の報告 

報告第 ７号 戸田市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について････････････････････１ 

報告第 ８号 戸田市いじめ問題調査委員会委員の委嘱について････････････････････････４ 

 

（２）議案 

議案第１６号 平成３０年度行政評価（案）について･････････････････････････････････別紙 

議案第１７号 平成３０年度一般会計教育委員会関係９月補正予算（案）について････････７ 

 

６ その他 

（１）次回の教育委員会の日程（案） 

平成３０年８月２２日（水）午前９時３０分～ 

（２）その他 

 

７ 閉  会 



（歳入） （単位：千円）

細節　 ： ○

細々節 ： ・

15県支出金 　　0 150 　150 150

03県委託金

○01プログラミング教育推進事業

【補正理由】県委託金の交付決定に伴う補正 

04教育費委託金

01教育総務費委託金

(教育政策室)

（歳出） （単位：千円）
節　　 ： 節

細節　 ： ○

細々節 ： ・

10教育費 2,608 150 2,758 節08報償費 60

01教育総務費 ○01講師謝礼 60

03教育指導費 節11需用費

03教職員研修費 ○01消耗品費 90

01教職員研修費 ・01事務用消耗品 90

(教育政策室) 【補正理由】県委託金の交付決定に伴う補正

10教育費 616,072 7,612 623,684 節11需用費 7,612

02小学校費 ○06修繕料 7,612

01学校管理費 ・01施設 7,612

02小学校施設管理費

01小学校施設管理費 修繕料不足分補填のため

（教育総務課）

10教育費 251,699 9,906 261,605 節11需用費 9,906

03中学校費 ○06修繕料 9,906

01学校管理費 ・01施設 9,906

02中学校施設管理費

01中学校施設管理費 修繕料不足分補填のため

（教育総務課）

平成３０年度　一般会計　教育委員会関係　９月補正予算（案）について

款・項・目・節
補正前の額
（節）

補正額
（節）

計
（節）

説 明

款・項・目・大事業・中事業
補正前の額
（中事業）

補正額
（中事業）

計
（中事業）

説 明

【補正理由】緊急修繕（美女木小学校ブロック塀）等による年間

【補正理由】緊急修繕（笹目中学校ブロック塀）等による年間

議案第１７号
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節　　 ： 節

細節　 ： ○

細々節 ： ・

10教育費 148,029 2,885 150,914 節13委託料 2,885

03中学校費 ・04新曽中学校教室棟増築等工事家屋調査(事前調査)業務 2,885

02学校建設費 【補正理由】増築等工事に伴う家屋調査を実施するため

01中学校施設整備事業

01中学校施設整備事業

（教育総務課）

（債務負担行為） （単位：円）

款・項・目・大事業・中事業
補正前の額
（中事業）

補正額
（中事業）

計
（中事業）

説 明

事 項 期 間
限　度　額

(以下の額に消費税及び地方消費税の額を加算した額)

新曽中学校教室棟増築等工事 平成３０年度～平成３１年度 1,001,000,000

(教育総務課)

(教育総務課)

新曽中学校教室棟増築等工事監理業務 平成３０年度～平成３１年度 22,787,167
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資料 ＮＯ．１ 
 
 
 
 
 
 

教育委員提案について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成３０年第８回教育委員会(定例会) 

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ６ 日 ( 木 ) 

戸 田 市 役 所 ３ 階  教 育 委 員 室 

 



１ 教育委員提案について 
ページ 

 
① 教育委員提案の進捗状況について（土肥委員）･････････････････････････････････････････１ 
（学務課・教育政策室） 

 
② オーディオ・ビジュアル環境の現状と今後の整備について（仙波委員）･･･････････････････４ 
（教育総務課） 

 
③ 外国語活動におけるモジュール授業について（鈴木委員）･･･････････････････････････････５ 
（教育政策室） 



年度 提案月 担当課 議題 報告後の進捗状況

２７年度 　１２月 教員の多忙化対策について

２７年度 　　１月 教員の多忙化対策について

２７年度 　　３月 教員の負担軽減について

２８年度 　　８月 教職員の多忙化対策について

２９年度 　　８月 教職員の多忙化対策の進捗状況について

２９年度 　　１月 チーム学校による教員の負担軽減について

２７年度 　１２月 教員の資質向上について
初任者又は臨時的任用者を対象とした面談や研修会の実
施や教職員事故防止に向けた通知や研修資料の送付を
行っている。

２７年度 　　２月 夜間中学について
H31年度川口市にて開校予定。他市からの受入れが可能な
ため、入学者の把握や負担金の予算化を行っていく。

２８年度 　　１月 戸田市コミュニティ・スクール推進構想について

２９年度 　　９月 コミュニティ・スクール導入に向けた研修会について

２９年度 　１１月 コミュニティ・スクール推進構想ビジョンについて

２８年度 　　２月 Teach for Japanとの連携について
H30年度は、臨時的任用教員として小学校2名、中学校1名を
配置している。

２９年度 　　８月 就学援助制度について
新入学児童生徒学用品費の入学前支給について、新中学1
年生に対し入学前の平成30年2月に支給を実施。新小学1年
生については今年度実施予定。

年度 提案月 担当課 議題 報告後の進捗状況

２７年度 　　７月 いじめ問題に対する取組について

２７年度 　　７月 第１回いじめ問題対策連絡協議会について

２７年度 　　７月 いじめ対応プログラムについて

２８年度 　１２月 いじめへの情報共有対応について

教
育
政
策
室

※教育政策室の総合的な取組については、別紙参照

教育委員提案の進捗状況について（学務課・教育政策室）

平成28年度より、教育委員会、校長代表、教頭代表、教諭代
表から成る負担軽減検討委員会を開催している。3年目を迎
え、今年度は、7月に第1回の開催を予定している。3年間の
まとめとして報告書を作成し、各校に配布予定である。その
中で、各校の負担軽減及び業務改善の取組を紹介し、各校
の取組をさらに広げることをねらいとしている。

昨年度から導入準備を行い、今年度より本格的に学校運営
協議会を立ち上げた。管理職や委員の学校運営協議会の
理解を深めるために、昨年度に引き続き研修会等を開催す
る予定である。

学
務
課

教育委員提案①
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年度 提案月 担当課 議題 報告後の進捗状況

２９年度 　　５月 いじめの実態把握（アンケート調査）について

２７年度 　　８月 ＩＣＴの活用状況について

２８年度 　１１月 ＩＣＴ機器等の活用状況について

２７年度 　　８月 県学力学習状況調査の結果について

２８年度 　　５月
県学力学習状況調査と教員質問紙調査の分析と活用により
期待される効果について

２７年度 　１２月 学力向上に向けたその後の新しい取組について

２７年度 　　９月 第３次戸田市教育振興計画策定の進捗状況について

２７年度 　１０月 特別支援教育について

２７年度 　１０月 教職員表彰について

２７年度 　１１月 戸田市の教育改革について

２７年度 　１１月 英語教育の今後の展望について

２８年度 　　５月 英語教育について

２８年度 　１２月 小学校英語モジュール授業の進捗状況について

２９年度 　１１月 戸田市小学校英語教育の教科化に向けて

２７年度 　１１月 教育相談体制の強化について

２９年度 　　３月 就学相談就学支援について

２７年度 　１２月 知のリソースの活用について

２９年度 　　６月 産官学民との連携状況について

２９年度 　　７月 各学校における産官学民との連携の状況等について

２７年度 　１２月 教員の資質向上について

２７年度 　　３月 教員の資質向上に向けたその後の新しい取組について

２８年度 　　６月 教員研修について

２８年度 　　６月 教育委員研修について

２８年度 　１０月 夏季教員研修について

２９年度 　　７月 教員同士で学び合い、高め合う研究協議について

２９年度 　　９月 夏季休業中の戸田市教職員専門研修実施報告について

教
育
政
策
室

※教育政策室の総合的な取組については、別紙参照
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年度 提案月 担当課 議題 報告後の進捗状況

２９年度 　１０月
これからの教員に求められる資質能力と研修の在り方につ
いて

２８年度 　　５月 アクティブ・ラーニングの実践例と保護者へのＰＲについて

２８年度 　１１月 アクティブ・ラーニングの進捗状況について

２９年度 　１２月 アクティブ・ラーニングの研究実践について

２８年度 　　５月 小中一貫教育について

２８年度 　　６月 学校のマネジメント力について

２８年度 　　７月
「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」
（中央教育審議会答申）について

２８年度 　　３月
チーム学校の実現に向けた業務改善推進事業の取組状況
について

２８年度 　　８月 経済教育について

２８年度 　　９月 県大会以上出場のとだっ子の活躍について

２８年度 　　１月 戸田市の児童生徒の体力について

２８年度 　　２月 プログラミング教育について

２９年度 　　１月 戸田市プログラミング教育について

２９年度 　　４月 道徳の教科化について

２９年度 　　１月 戸田市の道徳教育について

２９年度 　　２月
建て替え後の戸田東小学校中学校の図書室及び多目的
ホールの活用コンセプトについて

教
育
政
策
室

※教育政策室の総合的な取組については、別紙参照
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資
質
・
能
⼒
に
関
す
る
研
究

「つづける」
これからの時代に必要な教育改⾰に果敢に挑戦し続ける

⼾⽥市の教育改⾰の取組（平成30年度版）

１ 「授業⼒」の向上

３ 多様なニーズへの対応〈EdTechの推進〉
〈いじめ対策〉 〈不登校⽀援〉

〈特別⽀援教育〉 〈⽇本語指導〉

Ｐ︓プログラミング教育

Ｅ︓英語教育

Ｅ︓経済教育

Ｒ︓リーディングスキル
・基礎的な知・徳・体の効率的・効果的な習得
・産官学⺠との連携による新たな学びの実践

(株)LoiLo︓「ロイロ
ノート」の思考ツール
を活⽤したアクティ
ブ・ラーニングの推進

(株)ベネッセ︓「ミライ
シード」を活⽤したアク
ティブ・ラーニングの推進

(株)ベネッセ、(株)富⼠電機ITソリュー
ション︓ICT⽀援員の各学校への定期派遣

本市の作成した「学習指導
ルーブリック」のエビデン
スベースの検証・改善と活
⽤⽅策の検討と実施

県学調等の分析結果の各教師
へのフィードバックの検討

(社)CEE︓経済教育の
授業の実践、市⺠⼤
学での経済教育マイ
スター育成

(社)CEE︓教材
「BeeBot」の提供

インテル(株)︓教員
研修

(株)アーテック︓教
材貸与、教材使い⽅
講座

(株)ベネッセ ︓教材
提供、教員研修

(株)ソニー・グロー
バル・エデュケー
ション︓教材提供

(株)ソフトバンク コ
マース＆サービス :
ミュージオ貸与

Google︓タブレッ
ト型PC「クロム
ブック」の2000台
導⼊、教員研修

英検の検定料助成
（⼩６、中３）

サイエイ・インター
ナショナル︓英検対
策講座の提供

国⽴情報学研究所、
（社）教育のための科
学研究所︓リーディン
グスキルテストの実施、
結果の分析と活⽤

中３で英検３級取得率
70%以上が⽬標

(NPO) Sesami Workshop︓セサ
ミストリートカリキュラムの開発

「考え、議論する道徳」の推進

(株)LITALICO︓学校へ
の訪問⽀援、教員研修

特別⽀援教育アドバイ
ザーによる特別⽀援担
当教員の指導

LINE(株)︓教材提
供（情報モラル、情
報教育等）

(公財)こども教育⽀
援財団︓不登校対応
相談員への研修

筑波⼤学︓学級⾵⼟が⾮認
知能⼒に及ぼす影響

獨協医科⼤学︓発達障害
専⾨医による教育相談

(株)Findアクティブラー
ナー︓優れた教育実践の動画
配信、オンライン研修

リーディングスキルの
観点や授業改善事例等
をまとめたリーフレッ
トの作成

社会変化に対応した教育/STEAM教育・PBL(課題解決型学習)・⾃⼰表現⼒

埼⽟県教委︓県学調査と教
員質問紙の分析調査による
優れた指導法と教員研修

⻄武ライオンズ、 (NPO)⼾⽥スポーツク
ラブ︓プロスポーツチームや地域スポーツ
クラブによる講師派遣

〈体⼒向上〉〈豊かな⼼〉

インテル(株)・
(株)リバネス︓
企業講師のデモを取り⼊
れたプレゼンテーション
⼤会の実施

(NPO)Teach for Japan︓⺠
間の知⾒や⾼い社会⼈⼒を
活⽤した教育実践

各学校が「⼦供たちに⾝につけさせたい⼒」
の⽬標を、全教職員を巻き込んで定める。

(株)トランスコスモ
ス︓学校の業務改
善に関する研究

２ 新たな学びの推進0 EBPMの推進

慶應義塾⼤学等︓埼⽟県学
調の分析による⾮認知能⼒
と学⼒の関係等

優れた指導法や教育施策を質的・
量的の両⾯で分析し、これらの
データを蓄積するとともに、わか
りやすいパッケージとして市内外
にわかりやすく発信する。

これまでの学校教育をより効率的に、効果的に実施する。
そのために、各学校と各教師が「⼦供たちに⾝につけさせたい⼒」を
明確に意識・設定することをベースに、各学校におけるカリキュラ
ム・マネジメントと各教師の指導改善サイクルの確⽴を推進するとと
もに、EdTechの考え⽅による環境整備を促進する。

新しい時代を⽣き抜くために⼦供たちが将来困らないよう、新たな学び
（⼈⼯知能（AI）では代替できない⼒、AIを使いこなす⼒）を推進する。

⼀⼈ひとりのニーズに応じた⽀援を⾏う。

国⽴情報学研究所、（社）
教育のための科学研究所︓
リーディングスキル

(株)リバネス︓⺠間企業
の視点からの学校運営等
に関する学校への助⾔

カリキュラム・マネジメントにつ
いて解説したリーフレットの作成

優
れ
た
指
導
法
な
ど
に
関
す
る
研
究

カリキュラム・マネジメント

・学校全体の教育⽬標をもとに、各教師が教科等で「⼦供
たちに⾝につけさせたい⼒」を意識・設定し、その上で⼦
供たちが「何を学ぶか」「どう学ぶか」を考える。

つ
け
さ
せ
た
い
⼒

⼦
供
た
ち
に
⾝
に

何
を
学
ぶ
か

⼦
供
た
ち
が

ど
う
学
ぶ
か

⼦
供
た
ち
が

本市で作成した「資質・能⼒
ルーブリック」の検証・改善、
活⽤⽅策の検討と実施

産官学⺠の連携メニューの提
⽰やマッチングのサポート

・「⼦供たちに⾝につけさせたい⼒」を軸に指導を振り返り
指導改善に活かす。

校内研修の活性化

教育とテクノロジーの融合による環境整備
全⼩中学校にスクール
カウンセラーを配置
教育センターに、教育
⼼理専⾨員、スクール
ソーシャルワーカー、
⽇本語指導員を配置

適応指導教室（ス
テップ教室）の充実

いじめ防⽌基本⽅針
「いじめ根絶ピース
プロジェクト」

〈教育相談体制の充実〉
⽇本語指導
担当教員の
配置

P
E
E
R
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム リーディングスキルの実

態把握とそれに基づく
⽇々の授業改善

教師の英検取得率に
関する調査

社会の動きや経済の動き
について⾝近な題材を通
して学び、より良い⽣き
⽅を考える授業

教育委員会
の取組

⽣活科、総合的な学習の
時間で⼀定時数を確保

⼩学校低学年からの
実施、モジュール

〈家庭学習⽀援〉
(合)TKM︓
放課後補習
授業

「つかう」
教育効果の検証で得られたデータやエビデンスを使う

「つなげる」
優れた教育実践を学校や教育委員会、世代間で共有する

「教育政策シンクタンク」設置
・EBPMチーム ・学⼒調査チーム
・共同研究チーム ・PBLチーム

(株)LITALICO︓（特⽀）
①ユニバーサルデザインに
基づく学級経営、授業実践、
②ペアレントトレーニング
の学校導⼊、③個別の指導
計画策定システム導⼊

(株)すららネット︓
対話型デジタル教材
の試⾏的導⼊

筑波⼤学等︓ピアサ
ポーター制度の新設

SEEP プログラム ―S: STEAM（Science, Technology, Engineering, Art, Math) E: EBPM (Evidence Based Policy making) E: EdTech (Education ×Technology) P: PBL (Project Based Learning)

(株)リバネス: 「ワ
クワク感」の分析

ク
ラ
ス
ラ
ボ
の
実
践

―

教
室
を
科
学
す
る

教科の本質を追求した授業に
よる読解⼒の育成

(株)キャリアリンク等︓質の
⾼い教員研修の実施

⽣活科、総合的な学習の
時間で⼀定時数を確保

産官学⺠
連携の取組

社会課題解決型問
題集の作成、ＡＩ
時代の社会.を⽣き
るための授業

体⼒向上推進本部の設置

4 ⼾⽥市型教育の発信

野村総研︓県学調と
オープンデータの活⽤
⻄会津︓教育交流連携
埼⽟県・他⾃治体︓県
学調や教員質問紙調査
に係るコンソーシアム

教育改⾰モデルの開発

e-ポートフォリオの検討

埼⽟県⽴近代美術館︓
出前授業の実施
劇団四季︓美しい⽇本
語の話し⽅教室

（公財）⽇⽴財団︓
企業講師によるプロ
ジェクト型探求学習
プログラム

⻘⼭学院⼤学、⽇本体育⼤学︓体育の授業
における⼤学⽣のサポート

教育委員提案①（別紙）
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目標 現行の取組 課題 今後の施策（平成30年度～） 関連データ 主な連携先

1 「教育政策シンクタンク」
エビデンスベースでの教育政策
（EBPM）を支える組織の立ち上げ
と運営

・基礎自治体初の事務（教育枠）２名の採
用
・教育委員会内での施策の推進

・EBPMの基礎となるデータ分析等を中心
的に担う組織の立ち上げ
・データ分析や法令等に強い人材の確保

・「教育政策シンクタンク」（仮称）の全体像の企画
・引き続いての事務（教育枠）の採用

2 資質・能力に関する研究
これからの時代に必要な資質・能
力に関する研究の実施

産官学と連携した取組の実施（非認知スキ
ル、リーディングスキルなど）

さらなる取組の推進
産官学と連携したさらなる取組の推進
（学級風土が非認知能力に及ぼす影響など）

・慶應義塾大学
・筑波大学
・国立情報学研究所、一般社団法
人教育のための科学研究所

3 優れた指導法に関する研究
優れた指導法等に関するデータ
蓄積のための研究の実施

産官学と連携した取組の実施（教員調査の
分析、「ミライシード」を活用したアクティブ
ラーニングの推進など）

さらなる取組の推進
産官学と連携したさらなる取組の推進　（①ユニバーサルデザインに
基づく学級経営、授業実践、②ペアレントトレーニングの学校導入、③
個別の指導計画策定システム導入に関する研究など）

・株式会社ベネッセコーポレーション
・株式会社LITALICO
・埼玉県教育委員会

4 「教室を科学する」（クラスラボ）
教員の指導や子供の反応等を科学
的に計測して分析するようなクラス
ラボの観点からの研究の実施

- プロジェクトの企画、連携先と予算の確保
・子供の「ワクワク感」の分析（未定）
・テクノロジーを活用した実態把握による、エビデンスに基づいた「働
き方改革」に関する研究（未定）

・株式会社リバネス
・株式会社トランスコスモス

5 具体的な教育目標の設定
全校における具体的な教育目標
（「子供たちに身に付けさせたい
力」）の設定

平成29年度文科省委託事業における「資
質・能力ルーブリック」の作成

・具体的な教育目標を立てることに向けた
管理職・教員の意識改革
・「資質・能力ルーブリック」の活用方法

・各校における活用を意識した「資質・能力ルーブリック」の検証・改善
・各校における取組の推進

ベネッセ教育総合研究所

6 カリキュラム・マネジメント
全校におけるカリキュラム・マネジ
メントの実施

-
・各校の意識改革
・各校におけるノウハウ不足

・各校が負担なく取り入れられる効果的なカリキュラム・マネジメントの
スキームの開発
・各校における取組の推進（リーフレットの作成など）

7 プログラミング教育

全校における質の高いプログラミ
ング教育の実施
※プログラミング教育：自分が意
図する一連の活動を実現するた
めの動きの組み合わせや、一つ
一つの動きに対応した記号の組
み合わせについて論理的に考え
ていく力（プログラミング的思考）
を育む教育

・プログラミング・ICT教育推進委員会の設
置
・小中一貫カリキュラム（時数）の設定
・ミニマムスタンダードとしてのプログラミン
グテキストの作成
・研究校の指定（戸南小、芦原小）

・小中一貫カリキュラムの円滑な実施
・教材・実践事例集の開発
・教員の指導力不足、抵抗感

・小中一貫カリキュラムの実施（年間時数）
（小学校）H30：全学年で年間３時間程度、H31：小４～６は年間６時間
程度に増加、H32：小４～６は年間10時間程度に増加
（中学校）H30：中３のみ年間３時間程度、H31：全学年で年間３時間程
度、H32：年間６時間程度に増加、H33：年間10時間程度に増加

・プログラミング・ICT教育推進委員会による小中一貫カリキュラムの
充実、教材・実践事例集の開発
・産官学との連携による教員研修の実施
・センター研究員による先進的な実践
・各研究校の指定（戸一）とフィードバック

・インテル株式会社
・株式会社ベネッセコーポレーション
・株式会社ソニー・グローバル・エ
デュケーション
・株式会社アーテック
・ソフトバンクC&S株式会社
・グーグル株式会社
・株式会社LoiLo
・一般社団法人ICT CONNECT 21

8 英語教育

・小・中９年間の一貫した英語教
育を通して育てたい子供像
―誰とでも主体的に関わろうとす
る子供、互いの気持ちや考えを英
語で伝え合うことができる子供、
豊かな国際性を身に付けた子供

・中学校卒業時には英語でプレゼ
ンテーションができる子供の育成

・中学校卒業時には英語検定３級
以上の取得率70％以上を目標

・小中一貫英語教育改革カリキュラム
（小学校）　１・２年生は年間20時間、３～６
年生は年間70時間（ロング+モジュール）の
英語教育を実施（H31-）
（中学校）　戸田市版CAN-DOリストを活用
したオールイングリッシュの授業
・英検受験料補助（小６：Jr.ゴールド、中３：
３級）
・戸田市英語教育推進委員会の設置
・英語教育推進リーダーを活用した研修
・優れた有識者による指導
・全小・中学校にALTを常勤配置（H20-）
・デジタル教科書等のICTの活用
・小中連携授業研究会の実施（小学校３
校、中学校２校）年間５回
・産官学民と連携した英語教育

（小学校）
・校内研修が進んでいない学校で教員間
の指導力の差が大きい。
・週３回のモジュール学習が始まったことで
負担を感じている教員が多い。
・教員の英語力（ALTとのTTにおいて、ALT
に任せきりになっているなど）
・「読むこと・書くこと」（高学年）に不安を感
じている教員がいる。

（中学校）
・目的のあるコミュニケーション活動を設定
できず、考えや気持ちを伝え合う活動が少
ない授業がある。
・ICTを使うことが目的になり、生徒の発話
量が少ない授業が散見される。

【アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善】
・英語指導用ルーブリックの作成・活用
・５領域統合言語活動の充実
・エビデンスに基づく授業改善（全国学調、県学調、英検等）

【教員の英語力向上】
・小学校教員の英語免許状取得の促進
・教員の英検取得を促進（小学校：２級、中学校：準１級）
・産官学と連携した質の高い研修

【グローバル人材の育成】
・香港日本人学校のグローバルクラスの児童と戸田市内小学校との
交流授業
・イマージョン教育の検討
・EdTechの推進（遠隔授業、ＡＩロボットなど）

中学３年生の英検３級取得率（H29）：
55.9％（３級42.5％、準２級13.4％）
※全国平均は36.6％

・教員（臨採を除く）英検準１級以上取
得率（H29）：小学校：１％、中学校：
47％

・文部科学省
・国立教育政策研究所
・上智大学
・武蔵野大学
・青山学院大学
・日本英語検定協会
・サイエイ・インターナショナル
・Soft Bank C&S
・株式会社 LoiLo
・株式会社 mpi松香フォニックス
・カシオ計算機株式会社

9 経済教育

各校における経済教育の実施
※経済教育：環境がどのように変
化しようとも、とるべき行動や進む
べき進路について最適な選択を
するための学びにつなげる教育

・市民大学と連携した「経済教育マイス
ター」の育成
・研究校の指定（東中、東小、喜沢小）
・教員研修の実施（各校１名）

どの学校にも取り入れやすいカリキュラム
案の作成

・教員向け研修の充実
・研究校を中心とした授業実践の検証、蓄積
・小中一貫カリキュラムの作成
（小１～小６セサミストリートカリキュラム、小６～中３経済教育）

・一般社団法人CEEジャパン

10 リーディングスキル（読解力）
リーディングスキルの視点を取り
入れた各教科等の授業改善の実
施

・小６及び中学全学年を対象としたリーディ
ングスキルの実態とその向上のための指
導法に関する研。
・全小中学校でのリーディングスキルテスト
（ＲＳＴ）の実施

ＲＳＴを活かした、リーディングスキルを向
上させる視点からの授業改善の取組につ
いての具体策

・リーディングスキルの視点からの授業改善の在り方の検討
・校内研修等を通じた理解増進
・研究員による授業研究会の取組と周知
・研究内容をまとめたリーフレットの作成

・国立情報学研究所
・一般社団法人「教育のための科学
研究所」

■EBＰM （Evidence Based Policy Making）の推進

◆EBPMのための体制整備

◆子供たちに身に付けさせたい力　―資質・能力―

◆EBPMのための研究

戸田市の教育改革の現状と課題、今後の施策（平成30年度版）

◆子供たちが何を学ぶか　―教育内容―

■「授業力」の向上

◇ＰＥＥＲカリキュラムの推進
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目標 現行の取組 課題 今後の施策（平成30年度～） 関連データ 主な連携先

11 産官学民連携 産官学民連携の戦略的な実施 積極的に産官学民との連携を実施

・戦略的な連携の実施
・企業等へアウトリーチ
（特に、課題解決型学習（ＰＢＬ）、ＳＴＥＡＭ
教育、EdTech、ＥＢＰＭの推進）
・各取組の各学校における戦略的活用

・産官学民連携メニューの各学校への提示
・産官学民との連携の現状分析と戦略の策定
・必要に応じた連携先企業等へのアウトリーチ

多数の企業等と連携 連携先多数

12 課題解決型学習（ＰＢＬ）
各校における効果的・効率的な課
題解決型学習の導入

- 各校における課題解決型学習の導入
・企業と連携した効果的な課題解決型学習の導入（企業講師によるプ
ロジェクト型探求学習プログラムの実施）
・ＰＢＬへの理解を深めるための研修（「Most Likely Succeed」上映）

・公益財団法人日立財団
・株式会社キャリアリンク
・FutureEdu Tokyo

13 EdTech
テクノロジーを活用した効果的・効
率的な教育を実現するための
EdTechの推進

・ＩＣＴ環境の整備
・ICT支援員の各学校への定期派遣

・導入したハードの効果的活用
・産官学民と連携した取組の推進

・ＩＣＴ環境のさらなる整備（タブレット型PC「クロムブック」の2,000台導
入、教員研修など）
・ハードの活用状況の現状把握と活用促進
・「ロイロノート」の思考ツールを活用したアクティブ・ラーニングの推進
・ＩＴ支援員の充実
・産官学と連携した取組の推進

「全国市区町村公立学校情報化ラン
キング」埼玉県内１位（H28）
　　　　　　　　　　　　（出典）日経ＢＰ

・グーグル株式会社
・株式会社Loilo
・株式会社ベネッセ
・株式会社富士電機ITｿﾘｭｰｼｮﾝ
・ＬＩＮＥ株式会社

14 自己表現力
自己表現力の向上のための取組
の充実

・全小中学校を対象とした、企業講師のデ
モを取り入れたプレゼンテーション大会の
実施（H28～）
・劇団四季　「美しい日本語の話し方教室」
（H29～）

・既存のプレゼンテーション大会の質の
 向上
・話し方教室の年1回の実施

・プレゼンテーション大会の中学生のテーマ変更、
 評価規準の見直し、子供たちの発表事前準備のための取組の充実
・話し方教室の次年度へ向けての日程調整

・インテル株式会社
・株式会社キャリアリンク
・劇団四季

15 セサミストリートカリキュラム
キャリア教育や多様性への理解
等を促すセサミストリートカリキュ
ラムの全小学校における実施

パイロット校（新曽小・芦原小・喜沢小）によ
る戸田市版セサミストリートカリキュラムの
作成

全小学校実施向けた、導入方法、教育委
員会としてのサポートの仕方

・パイロット校の授業公開や発表イベント、教員研修などによる、全小
学校へのカリキュラムの周知
・全小学校におけるカリキュラム実施のサポート

ＮＰＯ法人Sesami Workshop

16 体力向上 体力向上の推進
・戸田市体力向上推進委員会の設置
・産官学民と連携した取組の推進

・小中連携の推進
・小中共通体育授業の決まりの作成
・小中の系統的な共通した補強運動の取り入れ（発達段階に応じて）
・産官学民と連携した取組の推進

体力合計点の平均（80点満点）
小５：男57.0（＋2.9）、女59.5（＋3.75）、
中２：男44.1（＋2.0）、女53.0（＋3.0）
※括弧内は全国平均との比較
（出典）平成29年度全国体力・運動能
力、運動習慣等調査

・青山学院大学
・日本体育大学
・西武ライオンズ
・ＮＰＯ法人戸田スポーツクラブ

17 道徳教育
「考え、議論する道徳」のさらなる
推進

・平成30年度『指導の重点・主な施策』にお
いて「考え・議論する道徳」への質的転換
について掲載、周知
・デジタル教科書の導入

「考え、議論する道徳」への質的変換

・道徳部会及び学校訪問時の指導助言における平成30年度『指導の
重点・主な施策』の活用
・夏季専門研修会の実施
・センター研究員による実践
・デジタル教科書の活用

18 情報モラル 情報モラル教育の推進
・学習サイト「情報モラルスクール」等を活
用した指導

子供たちの日常生活に則した場面を題材
とした取組

カード教材を活用した情報モラルに関する授業の実施（市内全小・中
学校の小３～中３の全児童生徒対象）

LINE株式会社

19
「アクティブ・ラーニング推進のた
めの戸田市型授業改善モデル」

ルーブリックを軸とした授業改善
モデルの策定と各校への浸透

平成29年度文部科学省委託事業によるア
クティブ・ラーニングルーブリックの作成

モデルの策定と各校における浸透の推進
・モデルの策定と具体策の充実
・モデルの軸となるルーブリックへの教員の理解増進

20
アクティブ・ラーニング指導用ルー
ブリックの改善

アクティブ・ラーニング指導用ルー
ブリックの検証・改善

平成29年度文部科学省委託事業によるア
クティブ・ラーニングルーブリックの作成（十
分な質的エビデンスに基づくもの）

質的エビデンスと量的エビデンスの両面か
らのアクティブ・ラーニング指導用ルーブ
リックの作成

・学校訪問を中心に指導用ルーブリックを活用し結果を集計（質的エ
ビデンス）
・教員調査へのルーブリック項目の反映による、県学調と教員調査の
結果分析による指導用ルーブリックの検証（量的エビデンス）

21 教員へのフィードバック
個々の教員の授業改善の契機と
なるような教員へのフィードバック
の充実

数校において、県学調結果の希望教員へ
のフィードバック

質的エビデンスと量的エビデンスの両面か
らの教員への的確なフィードバック手法の
開発

・県学調のフィードバックの仕方の検討
・フィードバックする内容全体の設計

22 研究授業の充実、校内研修
ルーブリックを軸とした研究授業
の充実と校内研修の活性化

研究授業の質的改善
・ルーブリックを軸とした授業改善を推進す
るための研究授業のさらなる改善
・校内研修の活性化

・研究授業改善のための具体策の検討
・校内研修の活性化

23 教員研修 質の高い教員研修の実施
産官学民と連携した質の高い教員研修の
実施（企業等の講師の招聘、民間の知見
や高い社会人力を活用した教育実践など）

産官学民との連携による教員研修のさらな
る充実

・アクティブ・ラーニング形式の教員研修の積極的導入
・優れた教育実践の動画配信、オンライン研修システムのトライアル
利用

・株式会社キャリアリンク
・株式会社Findアクティブラーナー
・NPO法人 Teach For Japan など

24 いじめ対策 いじめの徹底防止
・「いじめ防止基本方針」の策定
・いじめ根絶ピースプロジェクトの実施

さらなる取組の推進
・さらなる取組の推進
・他者の立場を理解したコミュニケーション能力の育成

いじめ認知件数：690件（小学校611
件、中学校79件）
（出典）H29いじめ問題行動調査

青山学院大学

25 特別支援教育 特別支援教育の充実

・特別支援教育推進委員会にて支援学級
及び通級指導教室の新設、増設等の検討
・特別支援教育夏季研修会の実施
・特別支援教育コーディネーター研修会の
実施
・発達専門医による医療相談
・発達支援巡回相談員による教員への指
導・助言

・特別支援学級の設置率が低い。
・特別支援学級、通級指導教室を担当でき
る人材が少ない。
・保護者との連携・協力体制の強化
・適切なアセスメントに基づいた個別の指
導計画の作成

・関係部署と連携を深めた支援学級等の新設、増設等の検討、計画
的な担当教員の確保、育成
・特別支援教育アドバイザーの任用と支援学級等担当教員への指
導・助言
・ペアレントトレーニング指導者育成研修
・保育所等訪問支援事業による個別支援の充実及び学級経営改善
研究
・発達専門医による医療相談
・民間の先進的な知見を活用したアセスメントの共同研究

・発達情緒（通級）：36名
・難聴言語（通級）：117名
・特別支援学級：182名（小学校130
名、中学校52名）
・特別支援学級設置率：61.1%
※発達情緒は平成30年５月時点、そ
の他は同年４月時点

・株式会社LITALICO
・獨協医科大学
・筑波大学

◇ルーブリックを軸とした指導改善サイクルの確立

■多様なニーズへの対応

◇産官学民との連携による新たな学びの実践
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目標 現行の取組 課題 今後の施策（平成30年度～） 関連データ 主な連携先

26 就学相談 就学相談の充実 早期からの就学相談体制の整備
・次年度小学校就学予定児への早期の修
学相談
・在籍児童生徒の早期の就学相談

・センターの担当職員による園長会議への出席等を通じた保育園、幼
稚園への早期就学相談実施の周知
・就学に関する説明会のためのあすなろ学園や幼稚園等への訪問
・就学に関する説明会と個別相談会の開催
・調査専門員訪問の早期実施
・就学支援委員会の早期開催
・他市の早期からの就学相談体制に関する情報収集

・平成30年度就学に関する説明会の
開催（全３回）出席人数：27名
・平成30年度就学に関する個別相談
会（10日間）相談件数：44件
・就学支援委員会（H30.8）審議対象児
童数：11名（予定）
・就学支援委員会（H30.10）審議対象
児童数：20名以上（予定）

27 不登校支援 不登校生の支援の充実
各校におけるさわやか相談室、教育相談
センターにおけるステップ教室（適応指導
教室）の設置

・不登校児童生徒数に対して、さわやか相
談室、ステップ教室等に通室する児童生徒
（学習状況が確認できる児童生徒）が少な
く、これらの仕組みが不登校児童生徒への
受け皿としての機能を十分に有していな
い。
・アウトリーチ型の支援の導入
・学校の対応と教育センターの支援機能と
の連携
・関係機関や民間団体（フリースクール等）
の外部リソースの有効活用

【ステップ教室】
・21世紀型スキルや非認知スキル育成、体験活動の充実の観点から
のカリキュラム改善
・ＩＣＴ活用による個別学習の充実（「すらら」の動画による学習）
・大学生によるピアサポートの効果的な活用のために
大学との連携強化（東京家政大学4名、玉川大学1名、大正大学1名）

【さわやか相談室】
・ピアサポートの充実
・ＩＣＴ活用による個別学習の充実（「すらら」の動画による学習）
・教育センターと連携した相談機能の強化（ネットワーク型機能の充
実）

【アウトリーチ型支援の充実】
・教育相談員によるアウトリーチ型支援の実施
・さわやか相談室、ステップ教室に通室できない不登校児童生徒への
アウトリーチ型支援の研究
・アウトリーチ型支援のためのピアサポーター育成と効果的活用

・小学校の不登校児童数が増加傾向
  H27： 16人 　H28：22人　H29：25人

・中学校の不登校生徒の割合は県、
国の平均を上回る。
  県 H27：2.32%   H28：2.52%
  国 H27：2.83%   H28：3.14%
　本市 H27：3.32%   H28：3.75%

・不登校児童生徒数124名中。ステッ
プ教室への通級:11名(H29)

・公益財団法人こども教育支援財
団
・東京家政大学等
・株式会社すららネット

28 日本語指導
日本語が十分でない子供たちへ
の支援の充実

教育センターの日本語指導員（５名）による
各校における日本語教育相談の実施

外国籍児童生徒の増加に伴う日本語指導
体制の強化

【日本語指導担当教員】
・日本語指導担当教員の配置（戸東、喜沢、戸一、戸二）
・日本語指導教員向け研修の開催
・教育センター日本語指導員との連携

【教育センター日本語指導員】
・日本語指導教育相談希望者への早期対応
・各小学校への日本語指導教材の整備
・日本語指導担当教員への指導助言

【平成30年度第１期日本語指導対応
児童生徒数】
・53名（内訳　日本語指導担当教員に
よる日本語指導児童数28名、教育セ
ンター日本語指導員による教育相談
児童生徒数25名）
【平成29年度第１期日本語指導対応
児童生徒数】
・25名（昨年度よりも28名増）

29 家庭学習支援 家庭学習支援の充実
・民間学習塾と連携した学習支援等
・ＩＴ教材「ジャストスマイルドリル」を活用し
た学習支援

取組の継続 取組の継続

家庭での学習（塾・家庭教師含む）を
全くしない児童生徒の割合
小６：平日3.1%（＋0.1%）、週末11.0%
（＋0.8%）、中３：平日7.5%（＋2.0%）、週
末13.0%（＋2.0%）
※括弧内は全国平均との比較
（出典）平成29年度全国学力・学習状
況調査

・ＴＫＭ合同会社
・株式会社ジャストスマイル

30 教育相談体制の充実（全体）
上記の取組を含めた、教育相談
体制の充実

・全小中学校にＳＣを配置（週１日）
・教育センターに教育心理専門員、ＳＳＷ、
日本語指導員を配置
・教育センターにステップ教室を設置

・学校と教育センターの支援機能が十分に
連動していない。
・学校の教育相談体制の強化
・質の高い教育相談（ＳＣ、心理専門員の
効果的な活用など）

・教育相談コーディネーターを中心としたネットワーク型教育相談体制
の構築及び学校訪問・助言
・教育心理専門員の１名常勤採用

31 教員の働き方改革

教員の子供に向き合う時間や授
業準備のための時間などを確保
するための教員の働き方改革の
推進

・平成28年度「チーム学校の実現に向けた
業務改善等の推進事業」
・業務効率化のためのインフラ整備（「打刻
ちゃん」や最先端のコピー機の導入など）
・戸田市部活動方針の策定
・負担軽減検討委員会の実施（H28～）

・各校における具体的な取組の推進
・教職員一人一人の意識改革

・負担軽減検討委員会の成果として、各校における業務改善を促すた
めのハンドブックの作成
・業務効率化のための企業と連携した取組の実践（未定）

・トランスコスモス株式会社

32 学校運営の改善 学校運営の改善
・学校経営アドバイザーの任用
・企業の視点からの学校への助言

引き続き取組を実施 引き続き取組を実施 ・株式会社リバネス

33 コミュニティ・スクール
学校運営協議会を通じた学校と
地域の連携の促進

平成30年度からのコミュニティ・スクール全
校実施に向けた準備

・関係者へのコミュニティ･スクール制度の
周知
・学校運営協議会の運営の支援

・コミュニテ・スクールに関するリーフレットを作成、配布
・管理職対象、委員対象の研修会の実施

34 ロジックモデルの作成
戸田市の教育改革のビジョンと全
体像を体系的に整理したロジック
モデル作成

-
内部での意識共有と外部への発信を意識
したわかりやすいロジックモデルの作成

・各種ロジックモデルの作成と周知

35 広報
戸田市の取組に関する積極的な
発信

個々の施策について個別に広報 ・全体戦略の策定、発信
・全体戦略ドキュメント作成
・facebookの活用の改善検討
・動画の作成の検討

■戸田市型教育モデルの発信

■学校運営
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アクティブ・ラーニング推進のための⼾⽥型授業改善モデル
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指導⽤ルーブリック（要約版）
⽬指すべき⽬標・評価規準の設定等 学びの評価・振り返り

○適切な⽬標（「何ができるようになるか」）が設
定できていたか。
○適切な評価規準が設定できていたか。
○⼦供の学習意欲を⾼められるような導⼊場⾯で
あったか。（学習問題や課題の⼯夫、提⽰⽅法の⼯
夫など）

⼦供が⽬標を理解し、課題に興味をもって取り組
んでいたか。

⼦供が「分かったこと」「やったこと」「できた
こと」など、学びの成果や課題を実感していたか。

○評価規準に基づき、本時の⼦供たちの変容を評価
することができたか。
○評価するための⽅法や場⾯を設定することが出来
ていたか。
○⼦供たちが本時の学習を振り返ることができるよ
うな場⾯を設定できたか。

主に主体的な学びの視点 主に対話的な学びの視点 主に深い学びの視点

⼦供が⾃分の考えを表現するこ
とができていたか。

⼦供が友達の発⾔を受け⽌めた
り、資料を読んだりすることを
通して、⾃分の意⾒と⽐べてい
たか。

⼦供が思考・判断・表現する活
動を通して「⾒⽅・考え⽅」を
働かせていたか。

○本時の課題を正しく伝えること
ができていたか。
○⾃分の考えを表現するための⽀
援⽅法を準備、実⾏できていたか。
○⾃分の考えを表現することがで
きるような適切な時間や場の設定
等ができていたか。
○学習活動は⽬標の達成につな
がっていたか。

○⼦供たちの考えを広げ深められ
るような学習形態（個⼈、ペア、
グループ、全体）は設定できてい
たか。
○⼦供たちの考えを広げ深められ
るよう教具を⼯夫し⽤いていたか。
○⼦供たちの考えを板書できてい
たか。

○⼦供たちが本時に働かせるべき
「⾒⽅・考え⽅」は明確であった
か。
○⼦供たちに「⾒⽅・考え⽅」を
働かせることができるような学習
活動を設定することができたか。
○⼦供たちが働かせていた「⾒
⽅・考え⽅」を可視化（板書、⼝
頭等）することはできたか。
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◎現状について

項目

※学校によっては、ポータブルワイヤレススピーカーを導入し、プレゼン等に活用している。

◎今後の整備について

項目

放送室（教室） 音楽室 体育館 校庭

オーディオ・ビジュアル環境の現状と今後の整備について

映像設備
DVDプレーヤーやパソコンを
大型テレビに投影

配信できない

音響設備 オーディオシステム オーディオシステム
一部の学校でスピーカーシステム導入

（備品対応）

一斉放送用

エリア放送

CD利用可能

DVDプレーヤーやパソコンを大型テレビ、プロジェクターに
つないでスクリーンに投影

一斉放送用

放送室（教室） 音楽室 体育館 校庭

映像設備 配信できない

校舎の建て替え等に合わせて検討していく。
運動会や体育等で対応できるシステムを
備品対応で随時行う。

校内LAN環境を利用し、録画映像やリアルタイム映像を全教室に配信できるシステムを検討している。

音響設備

教育委員提案②

4



 

 

導入 
（2分） 

あいさつ 
歌 

チャンツ
Small
talk 

Jingle 

コミュニケーションになじむ（7分）
 

文字にふれてなじむ（４分） まとめ 
（2分） 

振り返り 
あいさつ 

○成果
・１５分という短い時間なので、子供たちが集中して活動に取り組んでいる。
・英語に週３回ふれることができるので、様々な表現に慣れ親しむことができている。
・モジュール授業の実施によりＡＬＴとの４５分の授業において、これまで以上に自然
なコミュニケーションができるようになっている。

・今年度から導入したデジタルモジュール補助教材の SWITCH ON!を活用することで、
リズムにのりながら、語彙や表現に慣れ親しむことができるので、適切な発音ができ
るようになっている。

○課題
・モジュール授業を行うにあたり、少なからず負担を感じている教師は約８０％いる。
→・市教委主催の英語活動指導法研修会（松香フォニックスと連携）や各学校におけ

る校内研修等をとおして、指導法を周知し、教師の負担軽減を図る。 
・SWITCH ON!の効果的な活用方法について周知する。
・年度内に再度アンケート調査を実施し、教師の取組及び負担状況を把握する。

活動例１：単語に慣れ親しむ 
・ﾊｲﾌﾚﾝｽﾞﾌﾟﾗｽの辞書機能・ｷｰﾜｰﾄﾞｹﾞｰﾑ
・ﾐｯｼﾝｸﾞｹﾞｰﾑ ・ｶﾙﾀ
・ｽﾘｰﾋﾝﾄ単語あてｹﾞｰﾑ

活動例２：会話に慣れ親しむ 
・ｲﾝﾀﾋﾞｭｰｹﾞｰﾑ ・ﾋﾞﾝｺﾞｹﾞｰﾑ
・ｽﾃﾚｵｹﾞｰﾑ ・ICT教材の活用（ｽﾄｰﾘｰ） 

週３回１５分間をパターン化した授業展開例 

活動例：発音と綴りの関係に気付く 
・ﾊｲﾌﾚﾝｽﾞﾌﾟﾗｽの活用
（ｼﾞﾝｸﾞﾙ、文字のｹﾞｰﾑ、ﾜｰｸｼｰﾄ） 

・ＩＣＴ教材の活用
（ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ、ﾌｫﾆｯｸｽ）

・絵本の読み聞かせ

外国語活動におけるモジュール授業について 

教育委員提案③
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小学校 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

1 戸田第一小 13:25-13:40 13:25-13:40 13:25-13:40

2 戸田第二小 13:25-13:40 13:25-13:40 13:25-13:40

3 新曽小 8:30-8:45 8:30-8:45 8:30-8:45

4 美谷本小 8:30-8:45 13:15-13:30 14:40-14:55

5 笹目小 8:30-8:45 13:10-13:25 8:30-8:45

6 戸田東小 14:35-14:50 8:30-8:45 8:30-8:45

7 戸田南小 8:30-8:45 8:30-8:45 8:30-8:45

8 喜沢小 13:20-13:35 13:20-13:35 13:20-13:35

9 笹目東小 8:30-8:45 8:30-8:45 8:30-8:45

10 新曽北小 13:15-13:30 8:30-8:45 8:30-8:45

11 美女木小 8:40-8:55 8:40-8:55 12:50-13:05

12 芦原小 13:45-14:00 13:00-13:15 13:45-14:00

平成３０年度　戸田市立各小学校のモジュール授業【１５分×週３回】
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1 2 3 4

できている
ほぼ

できている
あまり

できていない
まったく

できていない

75.0% 25.0% 0.0% 0.0%

話している
たまに

話している
あまり

話せていない
話せていない

35.4% 52.1% 10.4% 2.1%

している
ほぼ

している
あまり

していない
まったく
していない

35.4% 43.8% 18.8% 2.1%

毎回
行っている

たまに
行っている

あまり
行っていない

まったく
行っていない

54.2% 41.7% 4.2% 0.0%

している ほぼしている あまりしていない
まったくしていな

い

64.6% 22.9% 10.4% 2.1%

かなり意識
している

少し意識
している

あまり意識
していない

まったく意識して
いない

25.0% 56.3% 18.8% 0.0%

毎回活用
している

たまに活用
している

あまり活用
していない

まったく活用して
いない

41.7% 54.2% 4.2% 0.0%

かなり
感じている

少し
感じている

あまり
感じていない

まったく
感じていない

29.2% 50.0% 14.6% 6.3%

扱っている 扱っていない

77.1% 22.9%

（８）
モジュール授業を行うにあた
り、負担を感じているか。

（９）

「書くこと」や「読むこと」に
ついては音声で十分に慣れ親し
んだ語句や表現を扱っている
か。

（５）
４５分授業につながるよう意識
してモジュール学習をしている
か。

（６）
４つの約束を意識してコミュニ
ケーション活動をしているか。
(Eye contact/Nice smile/Clear voice/Good response)

（７）
デジタル補助教材（SWITH
ON!/ハイフレンズプラス等）
を有効活用しているか。

（２）
学年職員で活動内容について、
事前に話せているか。

（３）
モジュールカリキュラムにそっ
て指導をしているか。

（４）
コミュニケーションに慣れ親し
む活動を行っているか。

外国語活動モジュール授業　取組状況アンケート集計結果

H30年6月実施　回答数４８人（対象：全小学校４～６年生の各外国語活動担当教員）

質問
番号

質問内容
回答項目　該当する項目を右の回答欄に記載してください。

（１）
週３回１５分のモジュール授業
の時間を確保できているか。
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⼾⽥市の英語教育の⽬標

着実な英語⼒の向上

⼾⽥市英語教育推進委員会を核とする
英語教育改⾰の推進【⼩中⼀貫教育】

誰とでも主体的に
関わろうとする⼦供

カリキュラム・マネジメント

⼩学校 Elementary School

⼩・中⼀貫英語教育カリキュラム

○中学校卒業時に英語でプレゼンテーションができる⼦供の育成
○中学卒業時に英検３級以上取得率70％以上

平成30年度⼾⽥市英語教育推進計画 〜３×ECプラン

互いの気持ちや考え
を英語で伝え合う
ことができる⼦供

豊かな国際性を
⾝に付けた⼦供

低学年︓年間２０時間程度
中学年︓年間７０時間（ロング＋モジュール）
⾼学年︓年間７０時間（ロング＋モジュール）
ふれる→慣れる→親しむ 対⼈ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ活動

中学校 Junior High School

⼾⽥市版CAN-DOリストを活⽤したAll English授業
ＡＬＴを活⽤した５領域統合⾔語活動
即興性・持続性を⾼めるコミュニケーション活動
ＩＣＴを活⽤したプレゼンテーション

中学３年⽣の英検３級以上取得率推移

教育課程特例校として英語活動を実施
⼩・中⼀貫英語教育カリキュラム

ＡＬＴとのマンツーマンによるインタ
ビュー等のパフォーマンステストの実施

中学校区別⼩・中連携授業研究会の実施
（⼩学校３校・中学校２校）年間５回

英語検定受検費⽤助成事業
中学校３年⽣【英検３級・準２級】
⼩学校６年⽣【英検Jr.GOLD】

３×EC プラン
（平成30年度重点施策）

○⾹港⽇本⼈学校のグローバルクラスの
児童と⼾⽥市内⼩学校との交流授業

○イマージョン教育
○教育×テクノロジーの推進（ EdTech ）

（遠隔授業・⾳声認識・ＡＩロボット）

○⼩学校教員の英語免許状取得を促進
○教員の英検取得を促進（受験料全額補助）

⼩学校︓英検２級、中学校︓英検準１級
○産官学と連携した質の⾼い研修

○英語指導⽤ルーブリックの作成・活⽤
○考えや気持ちを伝え合うやり取り（即興で
持続性のある会話）の充実
○５領域統合⾔語活動の充実
○アウトプット活動の充実（ディベート等）
○エビデンスに基づく授業改善

(全国学調予備調査・県学調・英検等)英語教育推進リーダーを活⽤した研修
センター研究員による英語指導⼒研修

⼩・中学校全校にALTを常駐配置

各種学⼒・学習状況調査の弱点分析・補強

ＩＣＴの活⽤（デジタル教科書など）

産官学との連携

Soft Bank C&S 株式会社
AIロボット「Musio X」を授業で活⽤

株式会社 LoiLo
「ロイロノート」を活⽤したプレゼン
株式会社 mpi 松⾹フォニックス
モジュール対応デジタル教材
SWITCH ON!を活⽤した授業
サイエイホールディングス株式会社
英検３級対策講座４回実施【９⽉】

⻘⼭学院⼤学との包括連携事業

カシオ計算機株式会社 電⼦辞書貸与

⽂部科学省委嘱事業実施

⽇本を代表する有識者による指導
⽂部科学省 国⽴教育政策研究所
名誉所員 渡邉 寛治 先⽣
上智⼤学 ⼤学院 ⾔語学専攻
教授 渡部 良典 先⽣
武蔵野⼤学 教育学部
特認教授 村川 久⼦ 先⽣

産

官

学

Enjoy
Enrich      Communication Plan (3×ECプラン）
Explore

③グローバル
⼈材の育成

②教員の英語
⼒向上

①ALの視点か
らの授業改善

○⼩・中９年間の⼀貫した英語教育を通して育てたい⼦供像
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平成３０年度 学校総合体育大会二市大会の結果（戸田市）

学校

種 目 

結     果 

戸田中 戸田東中 美笹中 喜沢中 新曽中 笹目中 

野 球 ３位 ２位 

サッカー ３位 ○２位

ソフトボール ３位 ○２位

バスケット 
ボール 

○男２位
女３位

◎男１位
女２位

バレーボール 
○男２位
○女２位

男３位 
女３位 

女１位 

ソフトテニス ○団女１位

○団男２位
団女３位

◎個男３位
○個男４位
○個女１位

○団男１位
○団女２位
○個男１位
○個女３位

卓 球 

◎団女１位
○女Ｓ２位
○女Ｄ２位
◎女Ｄ３位
○女Ｄ４位

○男Ｓ２位
団男３位 

○男Ｓ３位

◎団男１位
○団女３位
◎男Ｄ１位
○男Ｄ２位
◎女Ｓ１位
○女Ｓ３位

○団男２位

柔 道 

剣 道 
団男３位 
団女３位 

◎個男６位
◎個女３位

◎個男３位
◎個男５位
◎個女１位

◎団男２位
◎団女１位

○団男１位
◎団女２位

バドミントン 
（女子） 

○団女２位
○女Ｄ１位
○女Ｓ４位
○女Ｓ５位

◎団女１位
○男Ｓ２位
○男Ｓ３位
○男Ｓ４位
○女Ｓ２位
○女Ｓ３位
○女Ｄ２位

◎女Ｓ１位

「◎」は、県大会出場。 

「○」は、県南大会出場。 県南大会は、 ６月２６日（火）に開催。 

報告事項③
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平成３０年度 学校総合体育大会県大会出場種目 

喜 

沢 

中 

(1) 陸 上 

  男子 １年１００ｍ １年１５００ｍ 
共通３０００ｍ 共通走幅跳 
１年走幅跳 

女子 ３年１００ｍ 共通２００ｍ 
１年走幅跳 共通砲丸投 

(2) 剣 道 
男子団体 女子団体  
男子個人 １名 女子個人 ３名 

新 
曽 
中 

(1) 陸  上 

男子 １年１００ｍ ２年１００ｍ 
共通８００ｍ １年１５００ｍ 
共通１５００ｍ 共通１１０ｍＨ 

女子 １年１００ｍ ３年１００ｍ 
共通８００ｍ 共通１５００ｍ 

(2) 卓  球 
男子団体 
男子個人ダブルス１組  
女子個人シングルス１名 

(3) ソフトテニス 男子個人１組 

(4) 体 操 
  男子個人１名 
  女子団体  女子個人総合６名 
女子跳馬３名 平均台３名 ゆか３名 

笹 

目 

中 

(1) 陸上競技

  男子 共通１００ｍ 共通３０００ｍ 
 共通走幅跳 共通砲丸投 
 ４００ｍＲ 

女子 共通走幅跳 １年８００ｍ 
 共通走高跳 １年１００ｍ 
共通１５００ｍ 

(2) バスケットボール   男子 

(3) ソフトテニス
男子個人１組 
女子個人１組

(4) バドミントン 女子シングルス１名 

(5) 剣 道 
  女子団体  
男子個人１名 

(6) 柔 道   男子個人１名 

(7) 卓 球 
男子個人シングルス１名 
男子個人ダブルス１組 

競  技 種 目 等 

戸 

田 

中 

(1) 陸 上 

男子 共通２００ｍ 共通４００ｍ 
共通８００ｍ 共通１５００ｍ 
共通走幅跳

女子 ２年１００ｍ 共通２００ｍ 
共通１００Ｈ ４００ｍＲ 

(2) 卓 球 
女子団体 
女子個人ダブルス １組 
女子個人シングルス １名 

(3) 柔 道 男子個人 １名 

(4) 剣 道 
男子団体 
男子個人 １名 女子個人 １名 

戸
田
東
中 

(1) 剣 道 
男子個人 ２名 
女子個人 １名 

美
笹
中 

(1) 体 操 男子個人総合１名 
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（別紙）
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戸教政第１０６８号

平成 30 年 7 月 11 日

戸田市立各小・中学校長 様

戸田市教育委員会

教育長 戸ヶ﨑 勤

 （ 公 印 省 略 ）

「戸田市部活動方針」の策定及び運用に係る留意事項について（通知）

 この度、本市の部活動の方向性を示す指針として「戸田市部活動方針（以下「本方針」と

いう。）」を策定しました。

本方針は、スポーツや文化活動等を通じた生徒の健全な成長と、教員の働き方改革を両立

させた、持続可能な部活動運営を行うことを目的とするものです。

本方針の策定に当たっては、校長会及び教頭会の代表者、各学校の部活動顧問、養護教諭、

部活動外部指導者、PTA 連合会代表をメンバーとした「戸田市部活動の在り方検討委員会」

での議論や校長及び教員、生徒、保護者、部活動外部指導者向けに行った部活動の実態に関

するアンケート、戸田市中学校体育連盟からの意見聴取、パブリックコメント等を実施しま

した。

下記に本方針に係る留意事項をまとめますので、各中学校においては、本方針の趣旨に則

った適切な部活動運営に取り組むよう御留意ください。

また、各小・中学校長においては、貴校下職員、貴校在校生及びその保護者に対し、本方

針の趣旨や内容を十分に周知してください。

なお、本方針に則った各中学校における部活動の運営については、今後実態把握のための

アンケート調査等を行う予定です。

別添  戸田市部活動方針（本体）

参考１ 戸田市部活動方針概要版

参考２ 「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」

（平成 30 年 3 月スポーツ庁） 

記

１ 運用開始について

本方針は、平成 30 年 8 月 27 日から運用すること。 
ただし、現中学 3 年生が運用開始日に引退していない部活においては、現 3 年生が引

退した翌日からの運用開始とする。

２ 各学校における部活動の活動方針について

「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」（平成 30 年 3 月スポーツ庁）

報告事項⑤
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の１（１）ウにおいて毎年度各学校において定めることとする「学校の運動部活動に係

る活動方針」については、各学校でこれを定めホームページ等で公表すること。 

 
３ 部活動顧問が参加するクラブチームの活動の取り扱いについて 
   教員が市内中学校に在学する生徒に技術的指導等を実施するようなクラブチームま

たはそれに類する団体（以下「クラブチーム等」という。）の設立、運営またはその補

助を行う場合、これによる活動は、学校管理下による学校教育活動ではなく社会教育活

動であることから、特に以下の点に留意すること。 

 
○一般の社会教育団体と同様に、組織や指導者、活動時間、会費などについて、別途規約を

制定する必要があること。 

 
○クラブチーム等の活動は、部活動と明確に区別するため、部活動と連続した時間、場所に

おいて行わないこと。 

 
○クラブチーム等への加入は各生徒及び保護者の自由意志によるものとし、参加を強制また

は事実上強制するような態様をとることは厳に慎むこと。たとえば、クラブチーム等のメ

ンバー（以下「クラブ員」という。）の募集を部活動や部活動保護者会等の場において行

わないこと。また、クラブチーム等に参加しないことを理由に、生徒を部活動のレギュラ

ーから外す等の不利益な扱いを行わないこと。 

 
○クラブチーム等での活動は、学校管理下の教育活動における「日本スポーツ振興センター」

の保険給付対象ではないため、クラブ員、指導者ともに任意の保険へ加入する必要がある

こと。 

 
○学校教育活動の一環である部活動については、教員の過失等により生徒に損害を与えた場

合、学校の設置者がこれを賠償する責に任じ、教員に故意又は重過失がある場合に限って

このものに求償できることとされている（国家賠償法（昭和二十二年法律第百二十五号）

第 1 条）が、社会教育活動であるクラブチーム等の活動についてはこの対象とならないた

め、指導者の過失等によりクラブ員等に生じた損害は当該指導者が自ら責任を負うことに

なり得ること。 

 
○クラブチーム等の活動について、学校の会場や備品の使用について、一切の優先的な扱い

はないこと。 

 
○地方公務員法第三十五条において、職員はその勤務時間及び職務上の注意力のすべてをそ

の職務遂行のために用いること等とされている（職務に専念する義務）ことから、勤務時

間内にクラブチームに係る事務を行うことや、保護者会等の場でクラブチーム等を宣伝す

る等の行為は同条に違反するおそれがあること。 

4



戸田市では、部活動が学校の教育活動の一環として生徒の自主的・自発的な参加により行 
われることを基本とし、スポーツや文化活動等を通じた生徒の健全な成長と、教員の働き方改

革を両立させ、持続可能な運営が可能となるよう部活動を行う。 

戸田市部活動方針概要 

  
    
 
 
 
  部活動顧問は、目標や方針、休養日や活動時間、参加する大会等を明記した年間・月間の活動

計画を策定し、生徒や保護者等に共有する。 
   

 

・学期中及び長期休業中において週２日以上（平日は１日以上、週末は１日以上）を休養日に設

定 
・定期テスト前１週間及び学校閉庁日は休養日とする。 
・ただし、校長が特に認めた年間４回までの大会等（以下「４大会等」）については、その開催

日の前１ヶ月間における２週間に限り、校長の承認により例外を認めることができる。 

（参考）国のガイドライン1による基準 

 ・学期中は週２日以上（平日は１日以上、週末は１日以上）を休養日として設定。 

 ・長期休業中は学期中に準じた扱いを行う。また、ある程度長期の休養期間も設ける。 

 

   
・平日の活動時間は１日２時間以内。ただし、下校時間は厳守。 
・学校の休業日における活動時間は４時間程度以内。 
・ただし、４大会等の前１ヶ月間における２週間に限り、校長の承認により例外を認めること

ができる。その場合でも、活動時間は週 16 時間を超えないよう配慮。 

（参考）国のガイドラインによる基準 

 ・平日の活動時間は２時間程度以内、学校の休業日の活動時間は３時間程度以内。 

 
 
早朝練習は行わない。ただし、４大会等開催日の前１ヶ月の間における２週間に限り、校長

の承認により行うことができる。その場合でも活動時間は週 16 時間を超えないよう配慮。 

 
 

大会等への参加については、生徒の健康状態や発達状態等を踏まえた適切な範囲内とする。 

 
   

 

部活動の位置づけや目標を踏まえ、部活動顧問による行き過ぎた指導、年齢や目標の異なる

生徒間のトラブルを防止し、適切な健康管理と安全管理により事故を防止する。 

                                                  
1 「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」（平成 30 年３月）スポーツ庁 

１ 活動計画の共有 

３ 活動時間の設定 

２ 休養日の設定 

４ 早朝練習の禁止 

６ 体罰・いじめの禁止、安全管理の徹底等 

５ 参加する大会等の精選 
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「戸田市部活動方針（案）」についてのご意見に対する回答

＊貴重なご意見ありがとうございました＊

案 件 名 戸田市部活動方針（案）について

意見募集期間 平成３０年５月１５日（火）から６月１３日（水）まで

 パブリック・コメントとしてご意見を募集した結果、４名の方から１２件のご意

見をいただきました。いただいたご意見の内容と、それに対する市の考え方を次の

とおり公表いたします。

【ご意見の概要とご意見に対する市の考え方】

ご意見の内容 市からの回答（対応）

１ 運動部に関しては、週７日活動

している部が殆どである。

部活動以外のことにもチャレン

ジさせたいため、戸田市部活動方

針（案）の通り、休養日を設けて

厳守してほしい。

本方針においては、週 2 日以上

（平日 1 日以上、週末 1 日以上）

の休養日を設けることとしており

ます。策定後は本方針の周知・徹底

に努めるほか、本方針の運用開始後

に実態調査を行うことも検討して

います。

２ 長期休暇中に家族と旅行に行っ

たり、田舎に帰省したり、海外留

学したりなどの機会を設けられる

ような休養日を設けてほしい。

本方針においては、学校閉庁日に

は部活動を行わないこととしてお

ります。夏季休業中については、毎

年 8 月 11 日から 8 月 16 日を学校

閉庁日としておりますので、この期

間は部活動が行われません。

３ 年間の大会出場数の上限は設け

るべきである。

大会を下級生の実戦経験の場等

としている場合もあることから、本

方針で一律に上限を設けることと

はしておりませんが、各学校におい
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て生徒の発達状態や健康状態を考

慮して、適切な範囲内とすることを

定めております。 

４ スポーツを極めたい生徒のため

にも、クラブチームが整備される

とよい。 

生徒や教員が学校外の活動とし

て自発的にクラブチームを形成す

ることは可能ですが、クラブチーム

は社会教育活動として部活動とは

異なる位置付けとなります。 

５ 部活動に関するアンケート調査

は大切で、実施して良かった。今

後も続けて事態把握をしつつ、部

活動改善をしてほしい。 

 

本方針策定後についても各学校

の部活動の現状等を把握するため、

実態調査等の実施を検討しており

ます。 

６ 中学校の部活動をグラウンドで

見ていると、顧問（指導者）が生

徒に罵声を浴びせている場面にし

ばしば出会う。改善する必要あり。

顧問等の行き過ぎた指導の禁止

については本方針にも明示してい

ます。今後方針を各学校に周知・徹

底してまいります。 

７ 部活動を勝利至上主義から自主

的活動へ転換する方向の活動時間

短縮は賛成 

本方針に則り、各学校における適

切な部活動運営を促してまいりま

す。 

８ 国及び戸田市の指針が決まって

いるのであればそれに沿って確実

に履行できるよう、規定を制定し

校長及び顧問に確実に履行させて

いただきたいと思う。子供に休養

と勉強の時間を作ってもらいたい

事と同時に顧問の先生も激務から

最低でも一週間に 1 日位は離れて

リフレッシュできる時間が必要だ

と思う。 

本方針に則り、各学校における適

切な部活動運営を促してまいりま

す。 
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９ 指導者の意識改革を進めるべき

である。 

人権侵害、人格否定、罵倒・叱

責への感度を向上させるため、指

導者の人権トレーニングや“コー

チング”について検討してほしい。

顧問等の行き過ぎた指導の禁止

については本方針にも明示してい

ます。今後方針を各学校に周知・徹

底してまいります。 

10 学校・地域・都道府県間での本

取組みの格差への配慮をし、地域

間等で本取組への格差が生じない

よう働きかけをお願いしたい。 

本方針については、戸田市立中学

校の部活動について定めるもので

ありますが、国の定めた「運動部活

動の在り方に関する総合的なガイ

ドライン」等に則り、他自治体でも

同様の検討がなされるものと考え

ております。 

本市においても、近隣市と積極的

に情報共有を行ってまいります。 

11 ケガのリスクや勉強・睡眠・家

族との時間減少など中高生より影

響は深刻であるため、本取組へス

ポーツ少年団を追加することを求

める。 

本方針は教育委員会が学校の管

理者としての責めに基づき学校に

方針を示すものであり、社会教育団

体を対象とするものではありませ

んが、本方針について関係課や地域

に対し周知を図ってまいります。 

12 部活動方針の趣旨には賛成だ

が、これまでのような部活動がで

きないことで学校の先生のモチベ

ーションが下がってしまわないか

心配である。 

本方針の運用により、教員がやり

がいを持って部活動に取り組めな

くなるとは考えておりません。短時

間に集中して質の高い練習を行う

など、これまでよりも効率的な部活

動運営が行われるものと期待して

います。 
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報告事項⑤（別紙）





戸田市部活動方針

平成３０年７月 

戸田市教育委員会 

報告事項⑤（別紙）



 

は じ め に 

 
 

部活動は、これまで、顧問の教師や保護者、地域の人々に支えられながら、興味や関心を

共通にする生徒の自主的・自発的な参加による取組として親しまれてきた。部活動において、

生徒はそれぞれが目標を持って努力し、学年や学級を超えて互いに切磋琢磨し合う中で、仲

間との連帯感や協調性、自主性、責任感、自己肯定感などを養ってきた。 

一方で、大会等に向けた過度な練習による教師の多忙化や生徒の肉体的、精神的な負荷に

よる学業への影響等の課題が顕在化していたため、その実態と生徒や保護者、教師等のニー

ズを踏まえ、学校における部活動の運営体制を根本的に見直す必要が指摘されていた。そこ

で、本市教育委員会は平成 29 年 10 月に校長会、教頭会、各中学校の部活動顧問、部活動指

導員及びＰＴＡの代表から成る「戸田市部活動の在り方検討委員会」を設置し、本市におけ

る部活動の実態を明らかにするための実態調査を行うとともに、適正かつ継続的な部活動の

運営体制の在り方に係る方向性を議論し、これを踏まえて「戸田市部活動方針」を策定した。 

今後、本市教育委員会は本方針を各学校や関係者に十分周知する。また、各学校は本方針

を踏まえて部活動に係る活動方針を定め、校長のリーダーシップの下、関係者と連携しなが

ら持続可能な運営体制の下で部活動の推進を図るものとする。 
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１ 部活動の位置付け 

２ 各学校の取組 

 

 

部活動の法的位置付けについて、中学校学習指導要領（平成２９年改訂）においては以下

のように示されている。ここに示すとおり、部活動は教育課程外に行われる学校教育活動で

あり、生徒の自主的、自発的な参加により行われるという特性を持つ。学校教育全体で目指

す資質・能力の育成に資するよう教育課程との連携を図るべきこと、また、関係者との連携

等を通じて部活動の持続可能な運営体制を整備すべきことが求められている。 

 

○中学校学習指導要領（平成 29 年改訂平成 33 年度全面実施予定）（抄） 

 第１章 総則 

第５ 学校運営上の留意事項 

  １ 教育課程の改善と学校評価、教育課程外の活動との連携等 

ウ 教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するもの

とする。特に、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、

スポーツや文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養

等、学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり、学校教育の一環

として、教育課程との連携が図られるよう留意すること。その際、学校や地域

の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種

団体との連携などの運営上の工夫を行い、持続可能な運営体制が整えられるよ

うにするものとする。 

 

 

                               

 

（１）活動計画の共有 

部活動の顧問となる教師（以下「部活動顧問」という。）は、部活動の運営について生徒

や保護者等の関係者の理解を得て連携してこれに取り組むため、以下にしたがって部活動の

活動計画を作成し、関係者と共有する。 

① 部活動顧問は、担当する部活動の目標や方針、活動日や休養日、活動時間や参加する大

会やコンクール（以下「大会等」という。）を明確にした年間及び月間の活動計画を作成

する。このうち年間の活動計画は年度当初に、月間の活動計画は前々月までに作成し、

それぞれを校長に提出する。 

② 校長は、提出された活動計画を確認し、生徒及び部活動顧問の負担への配慮等の観点か
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ら必要に応じて指導する。 

③ 部活動顧問は、活動計画を生徒や保護者等の関係者に周知し、部活動運営に関して理

解・協力を得る。 

（２）休養日の設定 

休養日は以下のとおり設定する。 

① 学期中及び長期休業中において、１週間のうち２日以上（月曜日から金曜日（以下「平

日」という。）に１日以上、土曜日及び日曜日（以下「週末」という。）に１日以上）を

休養日に設定する。週末に大会等があった場合には、休養日を他の日に振り替えること

ができる。 

なお、定期テストの１週間前及び学校閉庁日は休養日とする。 

② 各部活動に係る大会等のうち校長が特に認めた年間４回までの大会等（以下「４大会等」

という。）に参加する場合は、その開催日の前１か月の間における２週間に限り、校長の

承認により①の例外を認めることができる。校長は、本承認に当たり生徒及び部活動顧

問の負担等に十分配慮する。 

なお、校長が各部活動における４大会等を選定するに当たっては、各部活動の市の専門

委員会等で協議し、可能な限り学校間で統一してこれを決定する。 

（３）活動時間の設定 

活動時間は以下のとおり設定する。 

① 平日の活動時間は１日２時間以内とする。また、下校時間を厳守し、生徒が安全に帰宅

できるよう配慮する。 

学校の休業日は終日に渡る活動を避け、活動時間は４時間程度以内とする。 

② ４大会等の前１か月の間における２週間に限り、校長の承認により①の例外を認めるこ

とができる。この場合においても、活動時間は週１６時間を超えないよう配慮する。  

（４）早朝練習の禁止 

早朝練習は行わない。 

例外として、４大会等の前１か月の間における２週間は、校長の承認により早朝練習を行

うことができる。この場合においても、全ての活動時間を合計して週１６時間を超えること

がないよう配慮する。 

また、早朝練習を行う場合は、生徒の健康に留意し、保護者の理解を得て実施する。 
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（５）参加する大会等の精選 

休養日や活動時間の例外を設けることができる４大会等を含めた大会等への参加につい

ては、生徒の健康状態や発達状態等を踏まえた適切な範囲内とする。また、大会等に参加す

るに当たっては、部活動顧問は費用負担や交通手段も含めて保護者に十分な説明を行う。 

（６）体罰・いじめの禁止、安全管理の徹底等 

 部活動顧問は、上記「１．部活動の位置付け」に示すような部活動の位置付けを踏まえ、

大会等における勝利のみを至上の目的とするような行き過ぎた指導を避け、生徒間のトラブ

ルを防止し、生徒の健康管理と安全管理を徹底する。特に、以下のことに留意する。 

① 部活動顧問は、指導と称して殴る・蹴るなどの暴力を行わないのはもちろんのこと、威

圧的な言葉による指導も体罰に当たるため許されないとの認識を持ち、これらの行為を

絶対に行わない。 

② 部活動顧問は、生徒の人間関係に日常的に十分注意するとともに、生徒の状況を必要に

応じて学校全体で共有し、いじめの未然防止を徹底する。いじめが起きた場合には、各

学校のいじめ防止基本方針に基づき早期に対応する。 

③  部活動顧問は、生徒の事故防止のための必要な措置について生徒と保護者への啓発を

行う。また、特に運動部活動については、部活動実施前の準備運動と実施後の整理運動

をしっかり行わせる。器具や用具を使う場合は、使用前の安全確認と使用方法を生徒に

十分に指導する。 

④ 部活動を行う場合には、部活動顧問が学校の敷地内にいることとし、特に早朝練習を行

う場合には部活動顧問が必ずこれに立ち会う。部活動顧問がこれらを行えない場合には、

代理の者にこれを行わせることができる。 

⑤ 部活動顧問は、部活動の活動時の天候に十分留意する。高温多湿下においては水分補給

や休憩をしっかりと行い、熱中症に十分配慮する。また、暴風や雷等の場合には部活動

の中止の判断を的確に行う。 

⑥ 部活動顧問は、生徒に対して自らの健康管理に関する指導を適切に行う。また、生徒の

健康状態には常に留意し、体調が優れない生徒に対しては無理をさせず早期に対応する。

生徒の健康状態については必要に応じて保護者とも情報共有をする。 

⑦ 各学校はＡＥＤ（自動体外式除細動器）を適切に管理し、その設置場所及び操作方法を

全教職員が把握するよう徹底する。緊急時には消防機関等と適切に連携して対応する。 



4 
 

３ 教育委員会の取組 

 

 

 

 

本市教育委員会は、各学校における部活動の持続可能な運営体制の構築と質の高い部活動

を通じた生徒の資質・能力の向上のため、産学官民と連携しながら、部活動顧問の負担軽減

や指導の充実等を促すための取組を積極的に行う。例えば、各学校のスポーツ施設等との連

携や部活動指導員の積極的な活用を支援していく。 

（参考） 部活動指導員については、平成２９年４月の学校教育法施行規則の改正により制度化され、

部活動顧問を伴わない生徒の引率や指導が可能となった。 
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県方針策定の趣旨等 

○ 学校の部活動は、スポーツ、文化及び科学等に興味・関心のある同好の生徒が参

加し、各部の責任者（以下「部顧問」という。）の指導の下、学校教育の一環とし

て行われ、本県のスポーツ、文化及び科学等の振興を大きく支えてきた。 

○ 生徒の自主的・自発的な参加により行われる部活動は、スポーツ、文化及び科学

等に親しませるだけでなく、異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教員等との

好ましい人間関係の構築を図るとともに、学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、

連帯感の涵養に資するなど、生徒の多様な学びの場として、教育的意義が大きい。 

○ 生徒が生涯にわたって豊かな生活を実現する資質・能力を育む基盤として、部活

動を持続可能なものとするためには、各自のニーズに応じた活動が行えるよう、速

やかに、部活動の在り方に関し、改革に取り組む必要がある。 

○ スポーツ庁では、平成３０年３月、生徒にとって望ましいスポーツ環境を構築す

るという観点に立ち、運動部活動が、地域、学校、競技種目等に応じた多様な形で

最適に実施されることを目指し、「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラ

イン」（以下「国のガイドライン」という。）を策定した。 

○ そこで、県教育委員会では国のガイドラインに則り、「埼玉県の部活動の在り方

に関する方針」（以下「県方針」という。）を策定した。なお、県方針では、運動部

に加え文化部も対象とした部活動全体の方針としている。 

○ 県方針では、義務教育である中学校（義務教育学校後期課程、中等教育学校前期

課程、特別支援学校中等部を含む。以下同じ。）段階の部活動を主な対象とし、生

徒にとって望ましいスポーツ、文化及び科学等の活動の環境を構築するという観点

に立ち、部活動が、地域、学校、競技種目等に応じた多様な形で最適に実施される

ことを目指している。 

○ 県方針の基本的な考え方は、国のガイドラインに則ったものであり、学校の種類

や学校の設置者の違いに関わらず該当するものであることから、高等学校段階の部

活動についても県方針を原則として適用し、速やかに改革に取り組む。その際、高

等学校段階では、各学校において中学校教育の基礎の上に多様な教育が行われてい

る点に留意する。 

○ 県教育委員会は、県方針に基づく部活動の取組状況について、定期的にフォロー

アップを行う。 
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１ 適切な運営のための体制整備 

（１）部活動の方針の策定と公表 

ア 市町村教育委員会は、国のガイドラインに則り、県方針を参考に、「設置する学

校に係る部活動の方針」を策定する。 

イ 校長は、市町村立学校にあっては市町村教育委員会の「設置する学校に係る部

活動の方針」に則り、県立学校にあっては「県方針」に則り、毎年度、「学校の部

活動に係る活動方針」を策定する。 

ウ 部顧問は、年間の活動計画（活動日、休養日及び参加予定大会・コンクール等

の日程等）並びに毎月の活動計画及び活動実績（活動日時・場所、休養日及び大

会・コンクール等の参加日程等）を作成し、校長に提出する。 

エ 校長は、上記イ、ウの活動方針及び活動計画等を学校のホームページへの掲載

等により公表する。 

オ 県教育委員会及び市町村教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、上記イ、

ウに関し、各学校において部活動の活動方針・計画の策定等が効率的に行えるよ

う、簡素で活用しやすい様式の作成等を行う。 

（２）指導・運営に係る体制の構築 

ア 校長は、生徒や教員の数、学校教育法施行規則に規定される部活動指導員の配

置状況を踏まえ、指導内容の充実、生徒の安全の確保、教員の長時間勤務の解消

等の観点から円滑に部活動を実施できるよう、適正な数の運動部・文化部を設置

する。 

イ 教育委員会は、各学校の生徒や教員の数、部活動指導員の配置状況や校務分担

の実態等を踏まえ、部活動指導員等を積極的に活用する。 

  なお、部活動指導員等の活用に当たっては、学校教育について理解し、適切な

指導を行うために、部活動の位置付け、教育的意義、部顧問との連携、生徒の発

達の段階に応じた科学的な指導、安全の確保や事故発生時の対応を適切に行うこ

と、生徒の人格を傷つける言動や、体罰は、いかなる場合も許されないこと、服

務（校長の監督を受けることや生徒、保護者等の信頼を損ねるような行為の禁止

等）を遵守すること等に関し研修を行う。 

ウ 校長は、部顧問の決定に当たっては、校務全体の効率的・効果的な実施に鑑み、

教員の他の校務分掌や、部活動指導員の配置状況を勘案した上で行うなど、適切

な校務分掌となるよう留意するとともに、学校全体としての適切な指導、運営及

び管理に係る体制の構築を図る。 

エ 校長は、毎月の活動計画及び活動実績の確認等により、各部の活動内容を把握

し、生徒が安全に活動を行い、教員の負担が過度とならないよう、適宜、指導・

是正を行う。 

オ 教育委員会は、部顧問、部活動指導員等を対象とする指導に係る知識、実技及

び技術の質の向上並びに学校の管理職を対象とする部活動の適切な運営に係る実

効性の確保を図るための研修等の取組を行う。 
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カ 教育委員会及び校長は、教員の部活動への関与について、「学校における働き方

改革に関する緊急対策（平成 29年 12月 26日文部科学大臣決定）」及び「学校に

おける働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤務

時間管理等に係る取組の徹底について（平成 30年 2月 9日付け 29文科初第 1437

号）」を踏まえ、法令に則り、業務改善及び勤務時間管理等を行う。 

 

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組 

（１）適切な指導の実施 

ア 校長及び部顧問、部活動指導員等は、部活動の実施に当たっては、文部科学省

が平成２５年５月に作成した「運動部活動での指導のガイドライン」に則り、生

徒の心身の健康管理（スポ―ツ障害・外傷の予防やバランスのとれた学校生活へ

の配慮等を含む。）、事故防止（活動場所における施設・設備の点検や活動におけ

る安全対策等）及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。教育委員会は、学校

におけるこれらの取組が徹底されるよう、学校保健安全法等も踏まえ、適宜、支

援及び指導・是正を行う。 

  部活動の指導において、部顧問、部活動指導員等による以下（例）のような発

言や行為は体罰等として許されないものである。 

  先輩、後輩等の生徒間でも同様に許されないものであり、暴力行為やいじめ等

の発生を防止することが必要である。 

（例） 

  (ｱ) 殴る、蹴る等。 

  (ｲ) 社会通念、医・科学に基づいた健康管理、安全確保の点から認め難い又は 

   限度を超えたような肉体的、精神的負荷を課す。 

   ・長時間の正座・直立等特定の姿勢の保持や反復行為をさせる。 

   ・熱中症の発症が予見され得る状況下で、給水、休憩等の配慮をすることな 

    く活動をさせる。 

   ・武道等において、相手の生徒が受け身をできないように投げたり、まいっ 

    たと意思表示しているにも関わらず攻撃を続けたりする。 

   ・防具で守られていない身体の特定の部位を打突することを繰り返す。 

  (ｳ) パワーハラスメントと判断される言葉や態度による脅し、威圧・威嚇的発 

   言や行為、嫌がらせ等を行う。 

  (ｴ) セクシャルハラスメントと判断される行為や発言を行う。 

   ・指導に当たり必要性や適切さを超えて身体接触を行う。 

   ・身体や容姿に係ること、人格否定的（人格等を侮辱したり否定したりする 

    ような）発言を行う。 

  (ｵ) 特定の生徒に対して独善的に執拗かつ過度に肉体的、精神的負荷を与える。 
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イ 運動部顧問は、スポーツ医・科学の見地からは、トレーニング効果を得るため

に休養を適切に取ることが必要であること、また、過度の練習がスポーツ障害・

外傷のリスクを高め、必ずしも体力・運動能力の向上につながらないこと等を正

しく理解するとともに、生徒の体力の向上や、生涯を通じてスポーツに親しむ基

礎を培うことができるよう、生徒とコミュニケーションを十分に図り、生徒がバ

ーンアウトすることなく、技能や記録の向上等それぞれの目標を達成できるよう、

競技種目の特性等を踏まえた科学的トレーニングの積極的な導入等により、休養

を適切に取りつつ、短時間で効果が得られる指導を行う。 

  また、専門的知見を有する保健体育担当の教員や養護教諭等と連携・協力し、

発達の個人差や女子の成長期における体と心の状態等に関する正しい知識を得た

上で指導を行う。 

ウ 文化部顧問は、生徒が生涯を通じて文化・科学等に親しむ基礎を培うことがで

きるよう、生徒とコミュニケーションを十分に図り、生徒がバーンアウトするこ

となく、それぞれの目標を達成できるよう、休養を適切に取りつつ、短時間で効

果が得られる指導を行う。 

（２）部活動用指導手引等の活用 

   部顧問、部活動指導員等は、県教育委員会が作成する指導手引や「運動部活動指

導資料」、各スポーツ競技の国内統括団体等が作成する指導手引等を活用して、２

（１）に基づく指導を行う。 

 

３ 適切な休養日等の設定 

（１）部活動における休養日及び活動時間については、成長期にある生徒が、運動、食

事、休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、以下を基準と

する。 

  ア 学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも１日、土曜

日及び日曜日（以下「週末」という。）は少なくとも１日以上を休養日とする。週

末に大会・コンクール等への参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替

える。） 

  イ 長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分

な休養を取ることができるとともに、部活動以外にも多様な活動を行うことがで

きるよう、一定程度長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。 

  ウ １日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日（学期中の週

末を含む。）は３時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果

的な活動を行う。 

（２）市町村教育委員会は、１（１）に掲げる「設置する学校に係る部活動の方針」の

策定に当たっては、上記（１）の基準を踏まえ、休養日及び活動時間等を設定し、

明記する。 

（３）教育委員会は、下記（４）に関し、適宜、支援及び指導・是正を行う。 
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（４）校長は、１（１）に掲げる「学校の部活動に係る活動方針」の策定に当たっては、

上記（１）の基準を踏まえるとともに、市町村立学校にあっては市町村教育委員会

が策定した方針に則り、休養日及び活動時間等を設定し、公表する。また、各部の

活動内容を把握し、適宜、指導・是正を行うなど、その運用を徹底する。 

（５）なお、休養日及び活動時間等の設定については、地域や学校の実態を踏まえた工

夫として、定期試験前後の一定期間等、運動部共通、文化部共通、学校全体、市町

村共通の部活動休養日を設けることや、週間、月間、年間単位での活動頻度・時間

の目安を定めることも考えられる。 

 

４ 生徒のニーズを踏まえた環境の整備 

（１）生徒のニーズを踏まえた部の設置 

ア 校長は、生徒の１週間の総運動時間が男女ともに二極化の状況にあること、ま

た、生徒の運動・スポーツに関するニーズは、競技力の向上以外にも、友達と楽

しめる、適度な頻度で行えるなど多様である中で、現在の運動部活動が、女子や

障害のある生徒等も含めて生徒の潜在的なスポーツニーズに必ずしも応えられて

いないことを踏まえ、生徒の多様なニーズに応じた活動を行うことができる運動

部を設置する。 

  文化部についても、各学校の実態に応じて生徒の多様なニーズを踏まえた部を

設置する。 

イ 教育委員会及び校長は、少子化に伴い、単一の学校では特定の部を設けること

ができない場合には、生徒の活動の機会が損なわれることがないよう、複数校の

生徒が拠点校の部活動に参加するなど、合同部活動等の取組を推進する。 

（２）地域との連携等 

ア 教育委員会及び校長は、生徒のスポーツ、文化及び科学等の活動の環境を充実

する観点から、学校や地域の実態に応じて、地域のスポーツ団体、文化団体等と

の連携、保護者の理解と協力、民間事業者の活用等による、学校と地域が共に子

供を育てるという視点に立った、学校と地域が協働・融合した形での地域におけ

る環境整備を進める。 

イ 教育委員会は、学校管理下ではない社会教育に位置付けられる活動については、

各種保険に加入することや、学校の負担が増加しないこと等に留意しつつ、生徒

がスポーツ、文化及び科学等の活動に親しめる場所が確保できるよう、学校の施

設開放事業や社会教育施設等との連携を推進する。 

ウ 教育委員会及び校長は、学校と地域・保護者が共に子供の健全な成長のための

教育や、スポーツ、文化及び科学等の活動環境の充実を支援するパートナーとい

う考え方の下で、上記ア、イの取組を推進することについて、保護者の理解と協

力を促す。 
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５ 学校単位で参加する大会・コンクール等の見直し 

（１）教育委員会は、学校の運動部や文化部が参加する大会・コンクール等の全体像を

把握し、週末等に開催される様々な大会・コンクール等に参加することが、生徒や

部顧問の過度な負担とならないよう、大会・コンクール等の統廃合等を主催者に要

請するとともに、各学校の運動部や文化部が参加する大会・コンクール等の数の上

限の目安等を定める。 

（２）県教育委員会が定める上記（１）の目安等は、主に、教員特殊業務手当の支給対

象となる対外運動競技等一覧に掲げる大会・コンクール等で、参加することが生徒

や部顧問の過度な負担とならない範囲内とする。 

（３）校長は、市町村立学校にあっては上記（１）の目安等を、県立学校にあっては上

記（２）を踏まえ、生徒の教育上の意義や、生徒や部顧問の負担が過度とならない

ことを考慮して、参加する大会・コンクール等を精査する。 

 

終わりに 

○ 県方針は、生徒の視点に立った、学校の部活動改革に向けた具体の取組について

示すものであるが、今後、ジュニア期におけるスポーツ、文化及び科学等の活動の

環境整備については、長期的には、従来の学校単位での活動から一定規模の地域単

位での活動も視野に入れた体制の構築が求められる。 

○ このため、教育委員会は、県方針を踏まえた部活動改革の取組を進めるとともに、

地域の実情に応じて、長期的に、地域全体で、これまでの学校単位の部活動に代わ

りうる生徒のスポーツ、文化及び科学等の活動の機会の確保・充実方策を検討する

必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報告事項⑥

熱中症予防に係る小・中学校の夏季休業中の活動方針について

平成３０年７月２６日

戸田市教育委員会教育長

 児童生徒等の熱中症事故の防止のため、戸田市立小・中学校における平成３０年度の

夏季休業中の活動方針について、以下のとおり定める。

１．小学校について

（１）プール活動は、全面的にこれを行わない。

（２）「戸田市気象情報」（注）の前日午前１１時更新の情報で最高気温が３５度以上と

なることが予報される日（以下「前日予報が３５度以上の日」という。）の活動（委

員会活動を含む）は一切行わない。

（３）（２）に該当しない場合でも活動は午前１１時までとし、午前中には児童が帰宅で

きるようにする。

（４）金管バンド部については、冷房が効いた部屋での活動を行う場合には、登下校時

の気温及び全体の活動時間等に十分に配慮した上で、校長の許可を得て、午前１１

時以降も活動を行うことができる。

２．中学校について

（１）前日予報が３５度以上の日の屋外活動（体育館等の冷房が効いていない場所での

活動を含む。）は一切行わない。

（２）（１）に該当しない場合でも、当日の午前５時及び午前１１時時点での「戸田市気

象情報」を確認し、最高気温が３５度以上となっていた場合には、屋内の冷房の

効いている部屋に早めに移動する等の適切な対応をとる。

（３）部活動の練習試合も（１）及び（２）に準じた扱いとし、前日予報が３５度以上

の日の場合には延期または中止する。

３．熱中症事故の防止に係る留意点について

 活動を行う場合には、「熱中症事故の防止について（通知）」（平成３０年７月１８日教

育長通知）における留意点等も参考としながら、熱中症に十分注意して実施する。また、

熱中症事故が危惧される状況等においては勇気を持って直ちに活動を中止する。

（参考）熱中症事故の防止に配慮した活動例

・午前１１時から午後３時までの気温の高い時間帯については、冷房の効いた教室等において活

動を行う。 

・３０分の活動ごとに、日陰や風通しのよい場所、冷房が効いた教室等で１０分間以上の休憩を

設ける。

・体調を崩した児童生徒については、本人が「大丈夫」と言っても活動に復帰させず、大事をと

った対応に努める。

（注）「戸田市気象情報」：一般財団法人日本気象協会が提供する情報による戸田市の気象情報ウ

ェブサイト（http://www.micosfit.jp/toda-city/）。一日に３回（午前５時、午前１１時、午

後５時）に更新される。このうち、「短期・週間予報」の「南部（さいたま）」地域の予報

を参照する。

（別紙）
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⼾⽥市⽴⼩・中学校熱中症予防⽅針

全体方針

○前⽇の昼時点*で、翌⽇の最⾼気温が35度以上となることが
予報された場合には、屋外活動等は全⾯禁⽌
【対象となる活動】

活動する際の留意点

「熱中予防に係る⼩・中学校の夏季休業中の活動⽅針について（通知） 」（平成30年７⽉26⽇教育⻑）

平成30年度
夏季休業版

気象庁「（本年度の暑さは）命に危険を及ぼすレベルで、災害と認識」

⼩学校
○プール活動は全⾯禁⽌
○活動は原則午前11時まで
※ただし、冷房の効いた部屋での⾦管
バンド部の活動は例外

中学校
○当⽇の予報で最⾼気温が35度以上と
なっていた場合には、屋内の冷房の
効いている部屋に早めに移動する等
の適切な対応をとる

○熱中症予防の徹底
・天候、気温、湿度等の環境条件に配慮した運動の実践
・児童⽣徒への健康観察や適切な声かけ等の健康管理の徹底
・⻑時間のランニングや⾛り込みを控える
・⽔分補給と⼗分な休憩を取り⼊れた無理のない活動計画
・児童⽣徒の休憩場所の事前の確保
・児童⽣徒が体調不良を訴えやすい環境づくり

○熱中症に疑いのある症状が⾒られた場合の適切な対応
・早期に⽔分や塩分の補給、対応の冷却等の応急処置
・早期の病院への搬送
・休ませる際の顧問の付き添い
・緊急時対応の具体的対応の⼿順について教職員間で確認

○熱中症事故が危惧される状況では勇気を持って活動を中⽌
※「熱中症事故の防⽌について（通知）」（平成30年７⽉18⽇教育⻑）

*「⼾⽥市気象情報」の南部地域における午前11時更新時点の数値

⼩学校︓屋内活動+屋外活動（補習授業や委員会活動等）
中学校︓屋外活動（体育館での活動、部活動の練習試合等を含む）
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